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－ 申請に必要な書類 ――――――――――――――――――――― 

 

許可申請、表示（設置）届出、許可更新、変更（改造）許可申請の申請書類は２部（正副）ご

提出ください。許可書交付時に副本をお渡し致します。その他の書類は１部のご提出で構いませ

ん。書類を１部でご提出の場合は、書類の返却は致しませんので控えをとっておいてください。 

提出書類の不足がありますと、不足分を再度ご提出して頂くことになりますので、この用紙を

チェックシートとしてご使用ください。 

 

許可申請（長期） 

申請書類 

２部（正・副） 

□屋外広告物許可申請書（長期の広告物用） 様式第１号 

添付書類 □設置場所及び付近の状況を知り得る見取図 

□設置場所及び付近の状況を知り得るカラー写真 

（３ヶ月以内に撮影したもの） 

□広告物等の図面 

・寸法、形状、材料、構造、色彩、意匠、地上からの高さ、光源の面積 

及び１分間当たりの点滅回数を明らかにした図面。 

 ・敷地内に既設広告物がある場合、当該広告物と既設広告物の表示位置、 

既設広告物の寸法、形状が分かる図面。 

・建築物に表示・設置する場合、建築物の高さ、壁面面積、建築物に対する

広告物の表示位置が分かる図面 

・道路・鉄道等の沿線に表示・設置する場合、道路・交差点・鉄道等からの

距離が分かる図面。 

□土地・建物等の使用承諾書（賃貸借契約書等） 

※他人が所有・管理する土地・建物等に表示・設置する場合 

□敷地内の建築物の延べ面積を明らかにする書類 

 ※建築物の延べ面積が 2,000 ㎡以上で、広告物等の総表示面積が 100 ㎡ 

（第２種許可地域は 200 ㎡）を超えて表示する場合 

□表示・設置者（申請者）からの委任状 

 ※申請者を代行して手続きを行う場合 

□管理者の資格を証する証書等の写し 

 ※大規模な広告物（屋上広告物で表示面積が 30 ㎡以上）の場合 

□許可証等の写し 

 ※他の法令の規定により許可を要する場合 

道路占用許可申請書の写し（※道路上への広告物設置の場合）等 

その他 □返信用封筒 

郵便料相当分の切手を貼付 

※許可書（副本）と標識（シール）の交付を郵送でご希望の場合 
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許可申請（短期） 

申請書類 

２部（正・副） 

□屋外広告物許可申請書（短期の広告物用） 様式第２号 

添付書類 はり紙の場合 □はり紙１枚 

はり札、立看板、

広告旗、広告幕、

アドバルーンの

場合 

□設置場所及び付近の状況を知り得る見取図 

□広告物等の図面 

（寸法、形状、材料、構造、色彩、意匠、面積、地上 

からの高さを明らかにした図面。） 

□土地・建物等の使用承諾書（賃貸借契約書等） 

※他人が所有・管理する土地・建物等に表示・設置する 

場合 

□表示・設置者（申請者）からの委任状 

 ※申請者を代行して手続きを行う場合 

その他 □返信用封筒 

郵便料相当分の切手を貼付 

※許可書（副本）と標識（シール）の交付を郵送でご希望の場合 

はり紙の場合は、主に窓口で交付（はり紙へ打刻印またはスタンプを押印）に

なります。 

 

表示（設置）完了届出 〔許可申請（長期）の場合〕 

申請書類 □屋外広告物表示（設置）完了届出書  様式第７号 

添付書類 □広告物等の状況を知り得るカラー写真 

 

表示（設置）届出（長期） 

申請書類 

２部（正・副） 

□屋外広告物表示（設置）届出書（長期の広告物用） 様式第８号 

添付書類 許可申請（長期）に準ずる 

その他 許可申請（長期）に準ずる 

 

表示（設置）届出（短期） 

申請書類 

２部（正・副） 

□屋外広告物表示（設置）届出書（短期の広告物用） 様式第９号 

添付書類 許可申請（短期）に準ずる 

その他 許可申請（短期）に準ずる 
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許可更新 〔長期のみ〕 

申請書類 

２部（正・副） 

□屋外広告物表示（設置）許可等更新申請書 様式第１４号 

□屋外広告物安全点検報告書 様式第１５号 

添付書類 □設置場所及び付近の状況を知り得るカラー写真 

（３ヶ月以内に撮影したもの） 

対象の広告物を全て撮影してください。 

□土地・建物等の使用承諾書（賃貸借契約書等） 

※他人が所有・管理する土地・建物等に表示・設置する場合 

□表示・設置者（申請者）からの委任状 

 ※申請者を代行して手続きを行う場合 

□管理者の資格を証する証書等の写し 

 ※大規模な広告物（屋上広告物で表示面積が 30 ㎡以上）の場合 

□許可証等の写し 

 ※他の法令の規定により許可を要する場合 

道路占用許可申請書の写し（※道路上への広告物設置の場合）等 

その他 申請内容に変更がある場合は、各変更に該当する申請書類と添付書類を提出し

てください。 

□変更（改造）申請（Ｐ４参照） 

□除去（滅失）届出（Ｐ４参照） 

□管理者（表示者・設置者）変更届出（Ｐ４参照） 

□返信用封筒 

郵便料相当分の切手を貼付 

※許可書（副本）と標識（シール）の交付を郵送でご希望の場合 
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変更（改造）許可申請 〔長期のみ〕 

申請書類 

２部（正・副） 

□屋外広告物変更（改造）許可申請書 様式第１６号 

添付書類 □広告物等の図面 

・寸法、形状、材料、構造、色彩、意匠、地上からの高さ、光源の面積 

及び１分間当たりの点滅回数を明らかにした図面。 

 ・敷地内に既設広告物がある場合、当該広告物と既設広告物の表示位置、 

既設広告物の寸法、形状が分かる図面。 

・建築物に表示・設置する場合、建築物の高さ、壁面面積、建築物に対する

広告物の表示位置が分かる図面 

・道路・鉄道等の沿線に表示・設置する場合、道路・交差点・鉄道等からの

距離が分かる図面。 

□土地・建物等の使用承諾書（賃貸借契約書等） 

※他人が所有・管理する土地・建物等に表示・設置する場合 

□敷地内の建築物の延べ面積を明らかにする書類 

 ※建築物の延べ面積が 2,000 ㎡以上で、広告物等の総表示面積が 100 ㎡ 

（第２種許可地域は 200 ㎡）を超えて表示する場合 

□表示・設置者（申請者）からの委任状 

 ※申請者を代行して手続きを行う場合 

□管理者の資格を証する証書等の写し 

 ※大規模な広告物（屋上広告物で表示面積が 30 ㎡以上）の場合 

□許可証等の写し 

 ※他の法令の規定により許可を要する場合 

道路占用許可申請書の写し（※道路上への広告物設置の場合）等 

その他 □返信用封筒 

郵便料相当分の切手を貼付 

※許可書（副本）と標識（シール）の交付を郵送でご希望の場合 

 

除去（滅失）届出 〔長期のみ〕 

申請書類 □屋外広告物除去（滅失）届出書 様式第１７号 

 

管理者（表示者・設置者）変更届出 〔長期のみ〕 

申請書類 □屋外広告物管理者（表示者・設置者）設置（変更）届出書 様式第２２号 

添付書類 □管理者の資格を証する証書等の写し 

 ※管理者の変更で、大規模な広告物（屋上広告物で表示面積が 30 ㎡以上） 

の場合 

 


